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地域福利を推進する社協は健全な運営と職員の資

質向上を図るとともに、地域住民の必要と求めに

応じて柔軟に対応し、信頼される社協づくりを目

指します。 

・地域住民への社協の理念、事業の周知 

・既存事業の検証とスクラップ＆ビルド 

・組織改革、組織体制の強化 

・行政、関係機関等の連携強化 

・自主財源の確保と健全な運営 

・職員の育成と資質向上 

・働きやすい働きがいのある職場環境づくり 

 

 

 

 

町民が安心して相談できるよう相談支援機能の

充実を図り、権利擁護の観点からも適切な支援を

実践します。災害時、緊急時に対応できるように

支援体制を整備します。安全で安心して暮らせる

環境づくりを目指します。 
 
・相談支援体制の充実 

・外出、移動支援 

・安全、安心な環境づくり 

 

 

 

 

地域福祉を推進するための担い手と

してボランティアの育成や活動の拠

点づくり、小地域ネットワーク活動

の充実を図ります。 
 
・ボランティア活動普及と推進 

・小規模ネットワークの活動の推進 

・居場所づくり 

 

 

 

町民一人ひとりが支え合い、助

け合うためには地域福祉を理解し

実践するためには福祉に関する啓

発活動とその福祉意識の醸成に努

めます。また、人と人とのつながり

づくりを実践していきます。 
 
・地域福祉の普及と推進 

 

 

 

介護保険サービスの質の確保と

安定的なサービス提供を行い、

また生活支援体制整備事業受託

し、生活支援コーディネーター

を配置し、新しい支え合いの仕

組みづくりを実践します。 
 
・介護保険サービスの質の 

確保 

・生活支援体制整備事業の 

参画 

●地域福祉実践計画とは 

  社会福祉法第１０９条で「地域福祉の推進を図る団体」と位置づけられている社会福祉協議会（社協）が、どのような福祉

のまちづくりを目指しているのかを、地域住民に明らかにする実行計画です。 

  地域に暮らす全ての人の尊厳が護られ、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられる福祉のまちづくりを行うため、共に

役割を分担しながら進めていく計画で、主役は地域住民の方です。 

●社協が策定する“第５期『地域福祉実践計画』”について 

  第５期の計画は、令和元年度から令和４年度の４年間を期間とし、芽室町が策定する第４期芽室町地域福祉計画と協働・ 

連携しながら、多くの地域住民が地域福祉活動に参画し、お互いが支え合い助けあう、更なる“安心・安全・福祉のまちづく

り”を目指すために策定しました。 
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